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第１章 基本的事項 

１ 基準策定の趣旨 
本県では、令和５年３月に第四次宮崎県環境基本計画を一部改定し、温室効果ガス

を 2030 年度までに 2013 年度比で「50％削減」することとし、2050 年の温室効果ガス
「実質ゼロ」を目指して地球温暖化対策に取り組んでいます。また、改定計画では、施
策体系に「再生可能エネルギー等の導入促進」を位置づけ、県内に再生可能エネルギー
（以下「再エネ」という。）を導入促進することとし、導入目標を設定し、取組を強化
することとしています。 

こうした中、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号。以下
「法」という。）が改正され、すべての市町村は、地方公共団体実行計画において、地
域脱炭素化促進事業の促進に関する事項として、再エネを促進させる区域（以下「促進
区域」という。）を定めるよう努めることとされました。また、都道府県は、地方公共
団体実行計画において、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮し、市町村
が定める促進区域の設定に関する県の基準（以下「基準」という。）を定めることがで
きることとされました。 

そのため、県が望ましい再エネ立地の考え方を明確にすることで、県内市町村が適
切に立地誘導を行えるようになることを目指すとともに、地域の合意形成を円滑化し
つつ、地域の脱炭素化を促進するため、基準を策定することとしました。 

 
２ 基準の位置づけ 

本基準は、法第 21 条第 6 項及び第７項に規定する都道府県が定める基準です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 基準の対象 
・太陽光発電（建築物の屋根、屋上又は壁面に設置するものを除く） 
・風力発電（洋上風力を除く） 
・バイオマス発電 
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第２章 基準 

１ 太陽光発電 
（１）促進区域に含めることが適切でないと認められる区域（除外すべき区域） 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則（平成 11 年総理府令第 31 号。（以下
「規則」という。））第 5 条の４第 2 項第 1 号に規定する「促進区域に含めることが適
切でないと認められる区域」は次のとおりです。市町村はこれらの区域を含む区域を
促進区域に設定することはできません。 

 
 

環境配慮事項 促進区域に含めない区域 区域等の設定根拠
砂防指定地 砂防法

急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律

地すべり防止区域 地すべり等防止法

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂
災害防止対策の推進に関する法律

保安林・保安林予定森林等 森林法
河川区域 河川法
海岸保全区域 海岸法
一般公共海岸区域 海岸法

国指定鳥獣保護区の特別保護地区
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

県指定鳥獣保護区の特別保護地区
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

重要生息地
県野生動植物種の保護に関する条
例

地域を特徴づける生態系
への影響

県自然環境保全地域内 県自然環境保全条例

国立公園区域（普通地域を除く） 自然公園法
国定公園区域（普通地域を除く） 自然公園法
県立自然公園区域（普通地域を除
く）

県立自然公園条例

風致地区 都市計画法
歴史的風致維持向上計画で定める
重点区域

地域における歴史的風致の維持及
び向上に関する法律

沿道自然景観地区 宮崎県沿道修景美化条例

農用地区域内農地 農業振興地域の整備に関する法律

甲種農地、第1種農地 農地法

重要な地形及び地質への
影響、土地の安定性への
影響

動物、植物の重要な種及
び注目すべき生息地への
影響

主要な眺望点及び景観資
源並びに主要な眺望景観
への影響

その他、県が必要と判断
するもの
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（２）促進区域を定めるに当たって考慮を要する環境配慮事項 
規則第 5 条の 4 第 2 項第 2 号に規定する「環境配慮事項のうち、市町村が促進区域

を定めるに当たって考慮を要する事項（以下「考慮対象事項」という。）」等は次のと
おりです。 

市町村は、考慮対象事項について「収集すべき情報」とその「収集方法」に基づい
て必要な情報を収集し検討を行う必要があります。また、検討の結果を踏まえて促進
区域を設定するとともに、促進区域で行われる事業について、環境保全への適切な配
慮のための考え方に応じた措置が講じられることが確保されるよう、「地域の環境の
保全のための取組」（法第 21 条第 5 項第 5 号イ）として地方公共団体実行計画（区域
施策編）へ位置づける必要があります。 

 

 
 

収集すべき情報 収集方法

・環境保全の配慮が特
に必要な施設（学校、
保育所、図書館、病
院、診療所及び福祉施
設等。以下、「保全対
象施設」という。）の
分布状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・「国土数値情報（学
校）」（国土交通省）
・「国土数値情報（医療機
関）」（国土交通省）
・「国土数値情報（福祉施
設）」（国土交通省）

・住居がまとまって存
在する地域の分布状況

・地形図、国土基本図、土
地条件図（国土地理院）
・市町村都市計画部局に確
認
・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・騒音に係る環境基準
の類型指定地域
・環境基準の達成状況

・市町村環境部局に確認
・宮崎県ホームページ「み
やざきの環境（環境白
書）」

・環境基準の未達成地域、規制基準等を超過している地
域等、環境が悪化し又はそのおそれがある地域の有無に
ついて確認すること。

水の濁
りによ
る影響

・取水施設の状況（上
水道、工業用水、農業
用水等）

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・漁業権及び漁業許可
の設定状況

・宮崎県漁業管理課に確認

・湖沼・ため池等の位
置と規模、貯水量

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・ため池データベース

・水のかん養機能等に留意した造成計画を検討するこ
と。

・降雨時に事業区域外へ濁水が流出することのないよ
う、適切な排水計画を採用すること。
・洗掘や雨裂による土砂流出・濁水の発生を防止するた
め、法面保護工を行うなど、土砂流出・濁水発生防止策
を講じること。
・特に排水先下流で漁業が行われている場合や飲用水等
としての利水がある場合は対策を徹底すること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
騒音に
よる影
響

・保全対象施設や住宅と太陽光発電施設までの距離につ
いては、施設の規模・性能、設置数等の事業特性や、地
形、気象条件等の地域特性に応じて、騒音の距離減衰式
等により騒音レベルを予測し、騒音の影響を極力低減で
きるよう十分な離隔距離を設けること。
・騒音（低周波音を含む。）による影響が懸念される場
合には、パワーコンディショナへの囲いや、環境配慮が
特に必要な施設との境界に壁等を設置するなど十分な対
策を講じること。
・特に都市計画区域における住居系の用途地域は、良好
な住環境を守るための地域として設定されていることを
踏まえ、騒音（低周波音を含む。）による生活環境への
影響の回避・低減に特に留意すること。
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収集すべき情報 収集方法

水の濁
りによ
る影響

・水質汚濁に係る環境
基準の水域類型指定
・環境基準の達成状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・宮崎県ホームページ
「みやざきの環境（大気及
び水質の測定結果）」
「みやざきの環境（環境白
書）」

・環境基準の未達成地域等、環境が悪化し又はそのおそ
れがある地域の有無について確認すること。（対象：浮
遊物質量（SS)）

重要な
地形及
び地質
への影
響

・注目すべき地形・地
質の存在

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・地形図、国土基本図、土
地条件図（国土地理院）
・自然環境保全基礎調査
・日本の地形レッドデータ
ブック第１、２集（日本の
地形レッドデータブック作
成委員会）

・事業区域内に注目すべき地形・地質のうち極めて価値
のあるものがある場合は、その周辺環境も保全し、周囲
と一体的に残存させるよう事業を行うこと。

・国・県が指定する地
形、地質に関する天然
記念物の存在

・宮崎県ホームページ
「みやざきデジタルミュー
ジアム」
「みやざき文化財情報」

・国、県が指定する地形、地質に関する天然記念物が存
在する場合は、事業区域に含めないようにすること。

・ジオパークのジオサ
イト

・日本ジオパークネット
ワーク（JGN）ホームページ

・当該地形の改変を避け、又は改変面積を最小限に抑え
た事業計画にすること。

土地の
安定性
への影
響

・土砂災害警戒区域
・土石流危険渓流

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・宮崎県ホームページ「宮
崎県土砂災害警戒区域等
マップ」
・各土木事務所、西臼杵支
庁

・土砂災害警戒区域及び土石流危険渓流(※)において事
業を予定する場合には、土砂災害の発生を誘発・助長す
るおそれがないようにすること。
※土石流危険渓流とは、土砂災害警戒区域(土石流)の基
準地点より上流の渓流。

・地域森林計画対象森
林

・宮崎県森林経営課に確認
・宮崎県ホームページ「地
域森林計画」

・人家など集落の上流・周辺域の森林では、森林法の開
発基準や配慮事項に基づき、森林の保全に支障を及ぼす
おそれがないようにすること。

・山地災害危険地区 ・宮崎県自然環境課に確認
・宮崎県ホームページ「ひ
なたGIS」

・山地災害危険地区内及び上流・周辺域において事業を
予定する場合には、山地災害の発生を誘発・助長するお
それがあるため、調査の上、事業区域、事業内容及び適
切な災害防止策を検討すること。

・宅地造成等工事規制
区域
・特定盛土等規制区域
・造成宅地防災区域
（宅地造成及び特定盛
土等規制法に基づく規
制区域指定後（R７年
度指定予定））

・宮崎県技術企画課、建築
住宅課、砂防課、自然環境
課、担い手農地対策課に確
認

・事業区域が宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制
区域・造成宅地防災区域である場合には、法の技術的基
準に基づき、土地の安定性に支障を及ぼすおそれがない
ようにすること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
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収集すべき情報 収集方法

土地の
安定性
への影
響

・河川保全区域 ・河川管理者へ確認 ・河岸又は河川管理施設の保全上の支障の有無につい
て、調査を行い、当該河岸又は河川管理施設の保全上の
支障を生じる恐れがないようにすること。

・土地の災害履歴 ・国土交通省土地保全図
（災害履歴図）
・市町村所管課に確認
・宮崎県河川課、砂防課に
確認

・事業区域内及びその周辺において、降雨などによる地
すべり、崩壊、土石流等の災害が過去にあった場合に
は、その土地の特性を十分に認識するとともに、土地の
安定性について適切に必要な調査を行い、事業実施に伴
い再度災害を誘発させないように、適切な整備を行うこ
と。

・農業用ため池の影響
する区域

・宮崎県ホームページ「み
やざきの農業用ため池」
・市町村ホームページ

・農業用ため池及びその決壊の影響する範囲を避けた事
業計画とし、農業用ため池の管理及び保全に関する法
律、に基づき手続きを行うこと。

・保全対象施設の分布
状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・関係機関、部局が示す情
報
・「国土数値情報（学
校）」（国土交通省）
・「国土数値情報（医療機
関）」（国土交通省）
・「国土数値情報（福祉施
設）」（国土交通省）

・住居がまとまって存
在する地域の分布状況

・地形図、国土基本図、土
地条件図（国土地理院）
・市町村の都市計画部局に
確認
・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・交通網・交通機関の
状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・大阪航空局宮崎空港事務
所

・事業区域の周辺に主要な高速道路や鉄道、空港等の施
設がある場合には、太陽光パネルの反射光による運転者
への影響等をシミュレーション等により確認すること。
確認の結果、反射光の影響が懸念される場合には、上記
の保全対象施設と同様に、必要な対策を講じること。

動物の
重要な
種及び
注目す
べき生
息地へ
の影響

・国指定鳥獣保護区
（特別保護地区を除
く。）
・県指定鳥獣保護区
（特別保護地区を除
く。）

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・宮崎県ホームページ「鳥
獣保護区等位置図につい
て」
・九州地方環境事務所に確
認
・宮崎県自然環境課に確認

・国指定鳥獣保護区、県指定鳥獣保護区のそれぞれ周囲
１ｋｍの範囲内（特別保護地区を除く。）については、
原則として事業区域に含めないようにすること。また、
この範囲の周囲においては、鳥獣の生息の状況に著しく
影響を及ぼすおそれのないよう配慮すること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）

反射光
による
影響

・事業地の周囲に植栽を施すこと、太陽光の反射を抑え
た仕様のパネルを採用すること、又はアレイの配置若し
くは向きを調整することなど、保全対象施設や住宅の窓
に反射光が差し込まないよう措置を講じること。
・特に都市計画区域における住居系の用途地域は、良好
な住環境を守るための地域として設定されていることを
踏まえ、反射光による生活環境への影響の回避・低減に
特に留意すること。
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収集すべき情報 収集方法

・国内希少野生動植物
種の生息・生育状況

・環境省ホームページ「国
内希少野生動植物種一覧」

・指定希少野生動植物
種の生息・生育状況

・宮崎県自然環境課に確認

・国・県・市町村が指
定する動物に関する天
然記念物

・宮崎県ホームページ
「みやざきデジタルミュー
ジアム」
「みやざき文化財情報」
・市町村指定文化財は各自
治体のホームページを参照
のこと。

・希少動物種の繁殖や重要生息地が存在する場合は、原
則として事業区域に含めないようにすること。

・環境省レッドリスト ・環境省レッドリスト
・環境省レッドデータブッ
ク

・宮崎県レッドリスト ・宮崎県レッドリスト
・宮崎県レッドデータブッ
ク

・国内希少野生動植物
種の生息・生育状況

・環境省ホームページ「国
内希少野生動植物種一覧」

・指定希少野生動植物
種の生息・生育状況

・宮崎県自然環境課に確認

・国・県が指定する植
物に関する天然記念物

・宮崎県ホームページ
「みやざきデジタルミュー
ジアム」
「みやざき文化財情報」

・環境省レッドリスト ・環境省レッドリスト
・環境省レッドデータブッ
ク

・宮崎県レッドリスト ・県レッドリスト
・県レッドデータブック

・植生自然度の高い区
域
・特定植物群落
・巨樹、巨木林

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・国土交通省「河川水辺の
国勢調査の生物調査結果」
・環境省「自然環境保全基
礎調査結果」

・原則として当該地の改変を避けた事業計画とするこ
と。

・希少動物種の繁殖や重要生息地が存在する場合は、原
則として事業区域に含めないようにすること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
動物の
重要な
種及び
注目す
べき生
息地へ
の影響

・注目すべき種及び個体群のうち極めて価値の高いもの
が分布する場合は、原則としてその生息場所、生息環境
を事業区域に含めないようにすること。
・動物の繁殖や生息条件として地下水が重要な意味を持
つ場合、地下水位に著しい影響を与えるような地下構造
物の設置や、地下工事等を避けること。

植物の
重要な
種及び
重要な
群落へ
の影響

・希少植物種の繁殖や重要生息地が存在する場合は、原
則として事業区域に含めないようにすること。

・注目すべき個体、集団、種及び群落のうち極めて価値
の高いものが分布する場合は、原則としてその成育場所
の土地の改変を行わず、その生育環境の保全に必要な条
件（水象、日照等）を確保するなどにより、将来にわ
たって存続させること。また、万が一生態系に影響が生
じた場合には、原状回復及び回復措置を行うこと。
・注目すべき植物の生育立地の条件として地下水が重要
な意味を持つ場合、地下水位に著しい影響を与えるよう
な地下構造物の設置や、工事を避けること。
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収集すべき情報 収集方法

・重要里地里山
・重要湿地
・重要海域

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・九州地方環境事務所に確
認
・宮崎県自然環境課に確認

・促進区域を設定しようとする地域やその周辺に重要地
域が含まれている場合は、特に配慮を必要とする種の生
息、生育状況とその保全に必要な措置について調査し、
当該動植物種への影響を極力回避した事業計画とするこ
と。

・保護林
・緑の回廊
・ユネスコエコパーク
（核心地域、緩衝地
域）

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・九州森林管理局に確認

・原則として当該地の改変を避けた事業計画とするこ
と。

・保護水面 ・宮崎県漁業管理課に確認 ・促進区域を設定しようとする地域やその下流に保護水
面が設定されている場合は、対象種の産卵や成長等への
影響及び対象種の生態に関係する動植物や生息環境への
影響を回避すること。特に、濁水による影響について留
意すること。

・景観計画の対象区域 ・市町村所管課に確認 ・事業予定地に景観計画の対象区域を含む場合には、景
観計画所定の手続きに留意し、かつ、景観形成基準への
適合等、景観に配慮した事業計画とすること。
・景観計画区域内の重点区域については、景観への影響
を鑑み、事業の計画段階において、関係自治体と協議を
行うこと。

・国立公園区域の普通
地域
・国定公園区域の普通
地域
・県立自然公園区域の
普通地域

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・九州森林管理局に確認
・宮崎県自然環境課に確認

・事業の実施に先立ち必要に応じて調査を行い、専門家
や関係機関等に聴取した上で、環境の保全に必要な措置
を講じること。
・施設や付帯設備の色を周辺景観との調和に配慮した色
彩にするなど構造物が景観に影響を与えないように措置
を講じること。

・伝統的建造物群保存
地区
・重要文化的景観
・史跡・名勝・天然記
念物指定地

・市町村の文化財行政担当
部署へ確認

・文化財保護法、文化財保護条例等で指定又は選定され
ている各市町村の文化財については、文化財の現状変更
の他、指定範囲内外における保存に影響を及ぼす行為に
ついても許可が必要となっている場合があり、左記の地
区等（景観に関連する文化財で面的な広がりを有する文
化的景観等）が存在する場合には、眺望点や主要な眺望
方向の設定において留意すること。

・世界農業遺産 ・宮崎県中山間農業振興室
に確認

・世界農業遺産地域のみならず、その資産範囲周辺に設
定される緩衝地帯及びその近傍（海域を含む。）であっ
ても、事業によって世界遺産に何らかの影響を及ぼすこ
とがないよう、事業の計画段階において、関係自治体と
協議を行うこと。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
地域を
特徴づ
ける生
態系へ
の影響

主要な
眺望点
及び景
観資源
並びに
主要な
眺望景
観への
影響
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収集すべき情報 収集方法

・九州自然歩道 ・宮崎県ホームページ「み
やざきの自然公園 九州自
然歩道」

・キャンプ場、海水浴
場、釣り場、潮干狩り
場、散策路・登山道等
の自然との触れ合いの
活動の場の状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・観光便覧、観光パンフ
レット

・都市計画法に基づく
地区計画の区域

・市町村の都市計画部局に
確認
・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・事業区域が地区計画の区域内である場合には、地区計
画で定められた目標・方針及び地区整備計画に従い、事
業実施に当たって適切な配慮を行うこと。

・廃棄物の処理及び清
掃に関する法律に基づ
く廃棄物が地下にある
土地の指定区域

・宮崎県循環社会推進課に
確認（宮崎市を除く）
・宮崎市環境指導課に確認
（宮崎市）

・廃棄物最終処分場跡地において、掘削等土地の形質の
変更に伴う生活環境保全上の支障（廃棄物の飛散・流
出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等）が生
ずることがないよう事業実施に当たって適切な配慮を行
うこと。
・掘削等土地の形質の変更により生じた廃棄物は適正に
処理すること。

・洪水浸水想定区域
・雨水出水浸水想定区
域
・高潮浸水想定区域
・津波災害警戒区域
・津波浸水想定区域

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・国土交通省洪水浸水想定
区域図・洪水ハザードマッ
プ
・各市町村の作成するハ
ザードマップ
・宮崎県ホームページ

・設備の設置場所に浸水が想定される区域が含まれる場
合には、感電事故防止のため、パワーコンディショナや
集電箱などの機器を、敷地内で想定される浸水深より高
い位置に設置するなど、浸水リスクの回避を検討するこ
と。

・漁港区域 ・宮崎県漁業管理課に確認 ・事業区域が漁港区域である場合には、漁港の開発、利
用又は保全に著しく支障を及ぼすおそれがないようにす
ること。

・臨港地区、港湾隣接
地域

・宮崎県港湾課に確認 ・事業区域が港湾区域、臨港地区または港湾隣接地域で
ある場合には、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障
を及ぼすおそれがないようにすること。

・周知の埋蔵文化財包
蔵地

・市町村の文化財行政担当
部署に確認

・周知の埋蔵文化財包蔵地における届出又は通知の対象
行為への該当の有無等について、事業の計画段階におい
て関係市町村と協議を行うこと。
・事業予定地が埋蔵文化財包蔵地である場合には、影響
を及ぼすことがないようにすることが望ましいが、やむ
を得ず影響が及ぶ場合には、発掘調査等の措置を行うこ
と。

・災害時の避難所や災
害廃棄物の仮置場な
ど、市町村の計画等で
緊急時のために確保し
ている場所等

・市町村の関係部局に確認 ・計画等で定めた当該地の目的・用途に支障が生じない
ようにすること。

その他
宮崎県
が必要
と判断
するも
の

主要な
人と自
然との
触れ合
いの活
動の場
への影
響

・事業区域内に自然とのふれあいの活動の場がある場合
は、当該地の改変を避け、又はその改変面積を最小限に
抑えること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
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収集すべき情報 収集方法

その他
宮崎県
が必要
と判断
するも
の

・設置後の維持管理計
画の検討及び事業計画
終了後の処分計画の有
無

- ・検討した環境配慮の対策について定期的に状態を確認
するなど、適切な維持管理計画及び体制を検討するこ
と。
・事業終了後の設備の放置や不法投棄を防ぐため適切な
撤去・処分について、国の方針等を踏まえて計画するこ
と。

・土壌汚染対策法に定
める要措置区域及び形
質変更時要届地区

・環境省ホームページ「土
壌汚染対策法に基づく要措
置区域等一覧」

・計画地に要措置区域及び形質変更時要届出区域が存在
する場合には、必要な調査、検討及び措置を行い、生活
環境への影響を回避又は極力低減すること。

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）

環境
配慮
事項
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２ 風力発電 
（１）促進区域に含めることが適切でないと認められる区域（除外すべき区域） 

規則第 5 条の４第 2 項第 1 号に規定する「促進区域に含めることが適切でないと認
められる区域」は次のとおりです。市町村はこれらの区域を含む区域を促進区域に設
定することはできません。 

 
 
 
 
 
 
 

環境配慮事項 促進区域に含めない区域 区域等の設定根拠
砂防指定地 砂防法

急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律

地すべり防止区域 地すべり等防止法

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂
災害防止対策の推進に関する法律

河川区域 河川法
海岸保全区域 海岸法
一般公共海岸区域 海岸法

国指定鳥獣保護区の特別保護地区
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

県指定鳥獣保護区の特別保護地区
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

重要生息地
県野生動植物種の保護に関する条
例

地域を特徴づける生態系
への影響

県自然環境保全地域内 県自然環境保全条例

国立公園区域（普通地域を除く） 自然公園法
国定公園区域（普通地域を除く） 自然公園法
県立自然公園区域（普通地域を除
く）

県立自然公園条例

風致地区 都市計画法
歴史的風致維持向上計画で定める
重点区域

地域における歴史的風致の維持及
び向上に関する法律

沿道自然景観地区 宮崎県沿道修景美化条例
農用地区域内農地 農業振興地域の整備に関する法律
甲種農地、第1種農地 農地法

主要な眺望点及び景観資
源並びに主要な眺望景観
への影響

重要な地形及び地質への
影響、土地の安定性への
影響

その他、県が必要と判断
するもの

動物、植物の重要な種及
び注目すべき生息地への
影響
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（２）促進区域を定めるに当たって考慮を要する環境配慮事項 
規則第 5 条の 4 第 2 項第 2 号に規定する考慮対象事項等は次のとおりです。 
市町村は、考慮対象事項について「収集すべき情報」とその「収集方法」に基づい

て必要な情報を収集し検討を行う必要があります。また、検討の結果を踏まえて促進
区域を設定するとともに、促進区域で行われる事業について、環境保全への適切な配
慮のための考え方に応じた措置が講じられることが確保されるよう、「地域の環境の
保全のための取組」（法第 21 条第 5 項第 5 号イ）として地方公共団体実行計画（区域
施策編）へ位置づける必要があります。さらに、風力発電の部材輸送や送電施設の整
備に伴う土地の改変等による影響等についても考慮する必要があります。 

 

収集すべき情報 収集方法

・環境保全の配慮が特
に必要な施設（学校、
保育所、図書館、病
院、診療所及び福祉施
設等。以下、「保全対
象施設」という。）の
分布状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・「国土数値情報（学
校）」（国土交通省）
・「国土数値情報（医療機
関）」（国土交通省）
・「国土数値情報（福祉施
設）」（国土交通省）

・住居がまとまって存
在する地域の分布状況

・地形図、国土基本図、土
地条件図（国土地理院）

・騒音に係る環境基準
の類型指定地域
・環境基準の達成状況

・市町村環境部局に確認
・宮崎県ホームページ「み
やざきの環境（環境白
書）」

・環境基準の未達成地域、規制基準等を超過している地
域等、環境が悪化し又はそのおそれがある地域の有無に
ついて確認すること。

・注目すべき地形・地
質の存在

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・地形図、国土基本図、土
地条件図（国土地理院）
・自然環境保全基礎調査
・日本の地形レッドデータ
ブック第１、２集（日本の
地形レッドデータブック作
成委員会）

・事業区域内に注目すべき地形・地質のうち極めて価値
のあるものがある場合は、その周辺環境も保全し、周囲
と一体的に残存させるよう事業を行うこと。

・国・県が指定する地
形、地質に関する天然
記念物の存在

・宮崎県ホームページ
「みやざきデジタルミュー
ジアム」
「みやざき文化財情報」

・国、県が指定する地形、地質に関する天然記念物が存
在する場合は、事業区域に含めないようにすること。

・ジオパークのジオサ
イト

・日本ジオパークネット
ワーク（JGN）ホームページ

・当該地形の改変を避け、又は改変面積を最小限に抑え
た事業計画にすること。

重要な
地形及
び地質
への影
響

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
騒音に
よる影
響

・保全対象施設や住宅と風力発電施設までの距離につい
ては、施設の規模・性能、設置数等の事業特性や、地
形、気象条件等の地域特性に応じて、騒音の距離減衰式
等により騒音レベルを予測し、また、「風力発電施設か
ら発生する騒音に関する指針について」（平成29年5月
環境省通知）との整合が図られているか検討するなど、
騒音の影響を極力低減できるよう十分な離隔距離を設け
ること。
・騒音（低周波音を含む。）による影響が懸念される場
合には、十分な対策を講じること。
・特に都市計画区域における住居系の用途地域は、良好
な住環境を守るための地域として設定されていることを
踏まえ、騒音（低周波音を含む。）による生活環境への
影響の回避・低減に特に留意すること。
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収集すべき情報 収集方法

土地の
安定性
への影
響

・土砂災害警戒区域
・土石流危険渓流

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・宮崎県ホームページ「宮
崎県土砂災害警戒区域等
マップ」
・各土木事務所、西臼杵支
庁

・土砂災害警戒区域及び土石流危険渓流(※)において事
業を予定する場合には、土砂災害の発生を誘発・助長す
るおそれがないようにすること。
※土石流危険渓流とは、土砂災害警戒区域(土石流)の基
準地点より上流の渓流。

・山地災害危険地区 ・宮崎県自然環境課に確認
・宮崎県ホームページ「ひ
なたGIS」

・山地災害危険地区内及び上流・周辺域において事業を
予定する場合には、山地災害の発生を誘発・助長するお
それがあるため、調査の上、事業区域、事業内容及び適
切な災害防止策を検討すること。

・保安林 ・保安林の所在する管内の
宮崎県西臼杵支庁及び各農
林振興局又は宮崎県自然環
境課に確認

・「保安林の指定解除事務等マニュアル（風力編）」
（林野庁）に基づき、必要な手続を行うこと。
・事業の公的土地利用計画による位置づけに考慮し、保
安林の指定目的の達成に支障がないと認められる場合、
（風量調査の結果、保安林外で適地がないと判断された
場合）に限って設置（保安林解除）できる。

・保安林予定森林等 ・保安林指定予定森林の所
在する管内の宮崎県西臼杵
支庁及び各農林振興局又は
自然環境課に確認

・公益目的を達成するために制限を課す予定である森林
であるため、保安林と同様に慎重に検討すること。

・宅地造成等工事規制
区域
・特定盛土等規制区域
・造成宅地防災区域
（宅地造成及び特定盛
土等規制法に基づく規
制区域指定後（R７年
度指定予定））

・宮崎県技術企画課、建築
住宅課、砂防課、自然環境
課、担い手農地対策課に確
認

・事業区域が宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制
区域・造成宅地防災区域である場合には、法の技術的基
準に基づき、土地の安定性に支障を及ぼすおそれがない
ようにすること。

・河川保全区域 ・河川管理者へ確認 ・河岸又は河川管理施設の保全上の支障の有無につい
て、調査を行い、当該河岸又は河川管理施設の保全上の
支障を生じる恐れがないようにすること。

・土地の災害履歴 ・国土交通省土地保全図
（災害履歴図）
・市町村所管課に確認
・宮崎県河川課、砂防課に
確認

・事業区域内及びその周辺において、降雨などによる地
すべり、崩壊、土石流等の災害が過去にあった場合に
は、その土地の特性を十分に認識するとともに、土地の
安定性について適切に必要な調査を行い、事業実施に伴
い再度災害を誘発させないように、適切な整備を行うこ
と。

・農業用ため池の影響
する区域

・宮崎県ホームページ「み
やざきの農業用ため池」
・市町村ホームページ

・農業用ため池及びその決壊の影響する範囲を避けた事
業計画とし、農業用ため池の管理及び保全に関する法
律、に基づき手続きを行うこと。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
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収集すべき情報 収集方法

・保全対象施設の分布
状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・「国土数値情報（学
校）」（国土交通省）
・「国土数値情報（医療機
関）」（国土交通省）
・「国土数値情報（福祉施
設）」（国土交通省）

・住居がまとまって存
在する地域の分布状況

・地形図、国土基本図、土
地条件図（国土地理院）
・市町村の都市計画部局に
確認
・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

動物の
重要な
種及び
注目す
べき生
息地へ
の影響

・国指定鳥獣保護区
（特別保護地区を除
く。）
・県指定鳥獣保護区
（特別保護地区を除
く。）

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・宮崎県ホームページ「鳥
獣保護区等位置図につい
て」
・九州地方環境事務所に確
認
・宮崎県自然環境課に確認

・国指定鳥獣保護区、県指定鳥獣保護区のそれぞれ周囲
１ｋｍの範囲内（特別保護地区を除く。）については、
原則として事業区域に含めないようにすること。また、
この範囲の周囲においては、鳥獣の生息の状況に著しく
影響を及ぼすおそれのないよう配慮すること。

・国内希少野生動植物
種の生息・生育状況

・環境省ホームページ「国
内希少野生動植物種一覧」

・指定希少野生動植物
種の生息・生育状況

・宮崎県自然環境課に確認

・国・県・市町村が指
定する動物に関する天
然記念物

・宮崎県ホームページ
「みやざきデジタルミュー
ジアム」
「みやざき文化財情報」
・各自治体ホームページ
（市町村指定文化財）

・環境省レッドリスト ・環境省レッドリスト
・環境省レッドデータブッ
ク

・宮崎県レッドリスト ・宮崎県レッドリスト
・宮崎県レッドデータブッ
ク

・重要野鳥生息地 ・日本野鳥の会ホームペー
ジ

・重要野鳥生息地（ＩＢＡ）については、原則として事
業区域に含めないようにすること。また、この範囲の周
囲においては、鳥獣の生息の状況に著しく影響を及ぼす
おそれのないよう配慮すること。

風車の
影によ
る影響

・風車の影が、保全対象施設や住宅に長時間重ならない
よう風力発電機の配置を検討すること。
・特に住居系の用途地域は、良好な住環境を守るための
地域として設定されていることを踏まえ、風車の影によ
る生活環境への影響の回避・低減に特に留意すること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）

・希少動物種の繁殖や重要生息地が存在する場所は、原
則として事業区域に含めないようにすること。

・注目すべき種及び個体群のうち極めて価値の高いもの
が分布する場合は、原則としてその生息場所、生息環境
を事業区域に含めないようにすること。
・動物の繁殖や生息条件として地下水が重要な意味を持
つ場合、地下水位に著しい影響を与えるような地下構造
物の設置や、地下工事等を避けること。
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収集すべき情報 収集方法

動物の
重要な
種及び
注目す
べき生
息地へ
の影響

・重要な鳥類の生息
地、集団飛来地
・渡りのルート

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）（風力発
電に係るセンシティビティ
マップ）
・鳥類等に関する風力発電
施設立地適正化のための手
引き

・風車への衝突（バードストライク）や渡り鳥の移動
ルートなどの行動阻害、土地改変に伴う生息環境への影
響等に配慮すること。

・国内希少野生動植物
種の生息・生育状況

・環境省ホームページ「国
内希少野生動植物種一覧」

・指定希少野生動植物
種の生息・生育状況

・宮崎県自然環境課に確認

・国・県が指定する植
物に関する天然記念物

・宮崎県ホームページ
「みやざきデジタルミュー
ジアム」
「みやざき文化財情報」

・環境省レッドリスト ・環境省レッドリスト
・環境省レッドデータブッ
ク

・宮崎県レッドリスト ・県レッドリスト
・県レッドデータブック

・植生自然度の高い区
域
・特定植物群落
・巨樹、巨木林

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・国土交通省「河川水辺の
国勢調査の生物調査結果」
・環境省「自然環境保全基
礎調査結果」

・原則として当該地の改変を避けた事業計画とするこ
と。

地域を
特徴づ
ける生
態系へ
の影響

・重要里地里山
・重要湿地
・重要海域

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・九州地方環境事務所に確
認
・宮崎県自然環境課に確認

・促進区域を設定しようとする地域やその周辺に重要地
域が含まれている場合は、特に配慮を必要とする種の生
息、生育状況とその保全に必要な措置について調査し、
当該動植物種への影響を極力回避した事業計画とするこ
と。

・保護林
・緑の回廊
・ユネスコエコパーク
（核心地域、緩衝地
域）

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・九州森林管理局

・原則として当該地の改変を避けた事業計画とするこ
と。

・保護水面 ・宮崎県漁業管理課に確認 ・促進区域を設定しようとする地域やその下流に保護水
面が設定されている場合は、対象種の産卵や成長等への
影響及び対象種の生態に関係する動植物や生息環境への
影響を回避すること。

植物の
重要な
種及び
重要な
群落へ
の影響

・希少植物種の繁殖や重要生息地が存在する場合は、原
則として事業区域に含めないようにすること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）

・注目すべき個体、集団、種及び群落のうち極めて価値
の高いものが分布する場合は、原則としてその成育場所
の土地の改変を行わず、その生育環境の保全に必要な条
件（水象、日照等）を確保するなどにより、将来にわ
たって存続させること。また、万が一生態系に影響が生
じた場合には、原状回復及び回復措置を行うこと。
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収集すべき情報 収集方法

・景観計画の対象区域 ・市町村所管課に確認 ・事業予定地に景観計画の対象区域を含む場合には、景
観計画所定の手続きに留意し、かつ、景観形成基準への
適合等、景観に配慮した事業計画とすること。
・景観計画区域内の重点区域については、景観への影響
を鑑み、事業の計画段階において、関係自治体と協議を
行うこと。

・国立公園区域の普通
地域
・国定公園区域の普通
地域
・県立自然公園区域の
普通地域

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・九州森林管理局に確認
・宮崎県自然環境課に確認

・事業の実施に先立ち必要に応じて調査を行い、専門家
や関係機関等に聴取した上で、環境の保全に必要な措置
を講じること。
・施設や付帯設備の色を周辺景観との調和に配慮した色
彩にするなど構造物が景観に影響を与えないように措置
を講じること。

・伝統的建造物群保存
地区
・重要文化的景観
・史跡・名勝・天然記
念物指定地

・市町村の文化財行政担当
部署へ確認

・文化財保護法、文化財保護条例で指定又は選定されて
いる文化財については、文化財の現状変更の他、指定範
囲内外における保存に影響を及ぼす行為についても許可
が必要となっている場合があり、左記の地区等（景観に
関連する文化財で面的な広がりを有する文化的景観等）
が存在する場合には、眺望点や主要な眺望方向の設定に
おいて留意すること。

・世界農業遺産 ・宮崎県中山間農業振興室
に確認

・世界農業遺産地域のみならず、その資産範囲周辺に設
定される緩衝地帯及びその近傍（海域を含む。）であっ
ても、事業によって世界遺産に何らかの影響を及ぼすこ
とがないよう、事業の計画段階において、関係自治体と
協議を行うこと。

・九州自然歩道 ・宮崎県ホームページ「み
やざきの自然公園 九州自
然歩道」

・キャンプ場、海水浴
場、釣り場、潮干狩り
場、散策路・登山道等
の自然との触れ合いの
活動の場の状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・観光便覧、観光パンフ
レット

・都市計画法に基づく
地区計画の区域

・市町村の都市計画部局に
確認
・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・事業区域が地区計画の区域内である場合には、地区計
画で定められた目標・方針及び地区整備計画に従い、事
業実施に当たって適切な配慮を行うこと。

・廃棄物の処理及び清
掃に関する法律に基づ
く廃棄物が地下にある
土地の指定区域

・宮崎県循環社会推進課に
確認（宮崎市を除く）
・宮崎市環境指導課に確認
（宮崎市）

・廃棄物最終処分場跡地において、掘削等土地の形質の
変更に伴う生活環境保全上の支障（廃棄物の飛散・流
出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等）が生
ずることがないよう事業実施に当たって適切な配慮を行
うこと。
・掘削等土地の形質の変更により生じた廃棄物は適正に
処理すること。

主要な
眺望点
及び景
観資源
並びに
主要な
眺望景
観への
影響

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）

主要な
人と自
然との
触れ合
いの活
動の場
への影
響

・事業区域内に自然とのふれあいの活動の場がある場合
は、当該地の改変を避け、又はその改変面積を最小限に
抑えること。

その他
宮崎県
が必要
と判断
するも
の
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収集すべき情報 収集方法

その他
宮崎県
が必要
と判断
するも
の

・洪水浸水想定区域
・雨水出水浸水想定区
域
・高潮浸水想定区域
・津波災害警戒区域
・津波浸水想定区域

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・国土交通省洪水浸水想定
区域図・洪水ハザードマッ
プ
・各市町村の作成するハ
ザードマップ
・宮崎県ホームページ

・設備の設置場所に浸水が想定される区域が含まれる場
合には、浸水リスクの回避を検討すること。

・漁港区域 ・宮崎県漁業管理課に確認 ・事業区域が漁港区域である場合には、漁港の開発、利
用又は保全に著しく支障を及ぼすおそれがないようにす
ること。

・臨港地区、港湾隣接
地域

・宮崎県港湾課に確認 ・事業区域が港湾区域、臨港地区または港湾隣接地域で
ある場合には、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障
を及ぼすおそれがないようにすること。

・周知の埋蔵文化財包
蔵地

・市町村の文化財行政担当
部署に確認

・周知の埋蔵文化財包蔵地における届出又は通知の対象
行為への該当の有無等について、事業の計画段階におい
て関係市町村と協議を行うこと。
・事業予定地が埋蔵文化財包蔵地である場合には、影響
を及ぼすことがないようにすることが望ましいが、やむ
を得ず影響が及ぶ場合には発掘調査等の措置を行うこ
と。

・災害時の避難所や災
害廃棄物の仮置場な
ど、市町村の計画等で
緊急時のために確保し
ている場所等

・市町村の関係部局に確認 ・計画等で定めた当該地の目的・用途に支障が生じない
ようにすること。

・土壌汚染対策法に定
める要措置区域及び形
質変更時要届地区

・環境省ホームページ「土
壌汚染対策法に基づく要措
置区域等一覧」

計画地に要措置区域及び形質変更時要届出区域が存在す
る場合には、必要な調査、検討及び措置を行い、生活環
境への影響を回避又は極力低減すること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
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３ バイオマス発電 
（１）促進区域に含めることが適切でないと認められる区域（除外すべき区域） 

規則第 5 条の４第 2 項第 1 号に規定する「促進区域に含めることが適切でないと認
められる区域」は次のとおりです。市町村はこれらの区域を含む区域を促進区域に設
定することはできません。 

 
 
 
 
 

環境配慮事項 促進区域に含めない区域 区域等の設定根拠
砂防指定地 砂防法

急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律

地すべり防止区域 地すべり等防止法

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂
災害防止対策の推進に関する法律

保安林・保安林予定森林等 森林法
河川区域 河川法
海岸保全区域 海岸法
一般公共海岸区域 海岸法

国指定鳥獣保護区の特別保護地区
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

県指定鳥獣保護区の特別保護地区
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

重要生息地
県野生動植物種の保護に関する条
例

地域を特徴づける生態系
への影響

県自然環境保全地域内 県自然環境保全条例

国立公園区域（普通地域を除く） 自然公園法
国定公園区域（普通地域を除く） 自然公園法
県立自然公園区域（普通地域を除
く）

県立自然公園条例

風致地区 都市計画法
歴史的風致維持向上計画で定める
重点区域

地域における歴史的風致の維持及
び向上に関する法律

沿道自然景観地区 宮崎県沿道修景美化条例

農用地区域内農地 農業振興地域の整備に関する法律

甲種農地、第1種農地 農地法

重要な地形及び地質への
影響、土地の安定性への
影響

動物、植物の重要な種及
び注目すべき生息地への
影響

主要な眺望点及び景観資
源並びに主要な眺望景観
への影響

その他、県が必要と判断
するもの
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（２）促進区域を定めるに当たって考慮を要する環境配慮事項 
規則第 5 条の 4 第 2 項第 2 号に規定する考慮対象事項等は次のとおりです。 
市町村は、考慮対象事項について「収集すべき情報」とその「収集方法」に基づい

て必要な情報を収集し検討を行う必要があります。また、検討の結果を踏まえて促進
区域を設定するとともに、促進区域で行われる事業について、環境保全への適切な配
慮のための考え方に応じた措置が講じられることが確保されるよう、「地域の環境の
保全のための取組」（法第 21 条第 5 項第 5 号イ）として地方公共団体実行計画（区域
施策編）へ位置づける必要があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 

収集すべき情報 収集方法

・環境保全の配慮が特
に必要な施設（学校、
保育所、図書館、病
院、診療所及び福祉施
設等。以下、「保全対
象施設」という。）の
分布状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・「国土数値情報（学
校）」（国土交通省）
・「国土数値情報（医療機
関）」（国土交通省）
・「国土数値情報（福祉施
設）」（国土交通省）

・住居がまとまって存
在する地域の分布状況

・地形図、国土基本図、土
地条件図（国土地理院）
・市町村都市計画部局に確
認
・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・ばい煙発生施設に係
る排出基準等

・経済産業省九州産業保安
監督部に確認

・硫黄酸化物、ばいじん、有害物質（窒素酸化物含
む。）など、バイオマス発電所に適用される排出基準を
把握し、基準を遵守するとともに、大気汚染の防止に係
る技術水準及び経済性を勘案の上、できる限り環境への
影響を低減するよう採用可能な大気汚染防止対策を講ず
ること。

・大気質に係る環境基
準
・環境基準の達成状況

・市町村環境部局に確認
・宮崎県ホームページ「み
やざきの環境（環境白
書）」

・環境基準の未達成地域、規制基準等を超過している地
域等、環境が悪化し又はそのおそれがある地域の有無に
ついて確認すること。（対象：硫黄酸化物、窒素酸化
物、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質）

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
大気質
による
影響

・保全対象施設や住宅とバイオマス発電施設までの距離
については、施設の規模・性能、使用する燃料等の事業
特性や、地形、気象条件等の地域特性に応じて、排出ガ
ス等の影響を受けないよう十分な離隔距離を設けるこ
と。
・特に都市計画区域における住居系の用途地域は、良好
な住環境を守るための地域として設定されていることを
踏まえ、大気質悪化による生活環境への影響の回避・低
減に特に留意すること。
・施設の設置区域に応じた排出基準を十分に下回る排ガ
ス処理施設等を設置するとともに、適切な維持管理体制
を整備すること。
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収集すべき情報 収集方法

騒音に
よる影
響

・保全対象施設の分布
状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・「国土数値情報（学
校）」（国土交通省）
・「国土数値情報（医療機
関）」（国土交通省）
・「国土数値情報（福祉施
設）」（国土交通省）

・住居がまとまって存
在する地域の分布状況

・地形図、国土基本図、土
地条件図（国土地理院）
・市町村都市計画部局に確
認
・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・騒音に係る環境基準
の類型指定地域
・環境基準の達成状況

・市町村環境部局に確認
・宮崎県ホームページ「み
やざきの環境（環境白
書）」

・環境基準の未達成地域、規制基準等を超過している地
域等、環境が悪化し又はそのおそれがある地域の有無に
ついて確認すること。

・騒音規制法の区域の
区分及び規制基準
・振動規制法の規制地
域の指定及び規制基準

・各市町村環境部局 ・バイオマス発電所に適用される騒音・振動の規制基準
を把握し、基準を遵守するとともに、周辺への環境影響
の低減を図ること。

・保全対象施設の分布
状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・「国土数値情報（学
校）」（国土交通省）
・「国土数値情報（医療機
関）」（国土交通省）
・「国土数値情報（福祉施
設）」（国土交通省）

・住居がまとまって存
在する地域の分布状況

・地形図、国土基本図、土
地条件図（国土地理院）
・市町村の都市計画部局に
確認
・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・悪臭防止法の規制地
域の指定及び規制基準
の設定状況

・各市町村環境部局

・保全対象施設や住宅とバイオマス発電施設までの距離
については、施設の規模・性能、使用する燃料等の事業
特性や、地形、気象条件等の地域特性に応じて、騒音の
距離減衰式等により騒音レベルを予測し、騒音の影響を
極力低減できるよう十分な離隔距離を設けること。
・騒音（低周波音を含む。）による影響が懸念される場
合には、十分な防音対策を講じること。
・特に都市計画区域における住居系の用途地域は、良好
な住環境を守るための地域として設定されていることを
踏まえ、騒音・振動（低周波音を含む。）による生活環
境への影響の回避・低減に特に留意すること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）

悪臭に
よる影
響

・保全対象施設や住宅とバイオマス発電施設までの距離
については、施設の規模・性能、使用する燃料等の事業
特性や、地形、気象条件等の地域特性に応じて、悪臭の
影響を受けないよう十分な離隔距離を設けること。
・悪臭による影響が懸念される場合には、燃料及び排ガ
スからの臭気の除去・脱臭装置等を設置するなど十分な
悪臭対策を講じること。
・特に都市計画区域における住居系の用途地域は、良好
な住環境を守るための地域として設定されていることを
踏まえ、悪臭による生活環境への影響の回避・低減に特
に留意すること。
・バイオマスの活用においては、原料搬入から搬出まで
の過程で原料や変換工程における悪臭の発生について十
分に考慮し、生活環境の保全上、支障が生じないよう対
策を講じること。
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収集すべき情報 収集方法

動物の
重要な
種及び
注目す
べき生
息地へ
の影響

・国指定鳥獣保護区
（特別保護地区を除
く。）
・県指定鳥獣保護区
（特別保護地区を除
く。）

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・宮崎県ホームページ「鳥
獣保護区等位置図につい
て」
・九州地方環境事務所に確
認
・宮崎県自然環境課に確認

・国指定鳥獣保護区、県指定鳥獣保護区のそれぞれ周囲
１ｋｍの範囲内（特別保護地区を除く。）については、
原則として事業区域に含めないようにすること。また、
この範囲の周囲においては、鳥獣の生息の状況に著しく
影響を及ぼすおそれのないよう配慮すること。

・国内希少野生動植物
種の生息・生育状況

・環境省ホームページ「国
内希少野生動植物種一覧」

・指定希少野生動植物
種の生息・生育状況

・宮崎県自然環境課に確認

・国・県・市町村が指
定する動物に関する天
然記念物

・宮崎県ホームページ
「みやざきデジタルミュー
ジアム」
「みやざき文化財情報」
・各自治体ホームページ
（市町村指定文化財）

・環境省レッドリスト ・環境省レッドリスト
・環境省レッドデータブッ
ク

・宮崎県レッドリスト ・宮崎県レッドリスト
・宮崎県レッドデータブッ
ク

・国内希少野生動植物
種の生息・生育状況

・環境省ホームページ「国
内希少野生動植物種一覧」

・指定希少野生動植物
種の生息・生育状況

・宮崎県自然環境課に確認

・国・県が指定する植
物に関する天然記念物

・宮崎県ホームページ
「みやざきデジタルミュー
ジアム」
「みやざき文化財情報」

・環境省レッドリスト ・環境省レッドリスト
・環境省レッドデータブッ
ク

・宮崎県レッドリスト ・県レッドリスト
・県レッドデータブック

環境
配慮
事項

・希少植物種の繁殖や重要生息地が存在する場合は、原
則として事業区域に含めないようにすること。

・注目すべき個体、集団、種及び群落のうち極めて価値
の高いものが分布する場合は、原則としてその成育場所
の土地の改変を行わず、その生育環境の保全に必要な条
件（水象、日照等）を確保するなどにより、将来にわ
たって存続させること。また、万が一生態系に影響が生
じた場合には、原状回復及び回復措置を行うこと。
・注目すべき植物の生育立地の条件として地下水が重要
な意味を持つ場合、地下水位に著しい影響を与えるよう
な地下構造物の設置や、工事を避けること。

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）

・希少動物種の繁殖や重要生息地が存在する場所は、原
則として事業区域に含めないようにすること。

・注目すべき種及び個体群のうち極めて価値の高いもの
が分布する場合は、原則としてその生息場所、生息環境
を事業区域に含めないようにすること。
・動物の繁殖や生息条件として地下水が重要な意味を持
つ場合、地下水位に著しい影響を与えるような地下構造
物の設置や、地下工事等を避けること。

植物の
重要な
種及び
重要な
群落へ
の影響
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収集すべき情報 収集方法

植物の
重要な
種及び
重要な
群落へ
の影響

・植生自然度の高い区
域
・特定植物群落
・巨樹、巨木林

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・国土交通省「河川水辺の
国勢調査の生物調査結果」
・環境省「自然環境保全基
礎調査結果」

・原則として当該地の改変を避けた事業計画とするこ
と。

・重要里地里山
・重要湿地
・重要海域

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・九州地方環境事務所に確
認
・宮崎県自然環境課に確認

・促進区域を設定しようとする地域やその周辺に重要地
域が含まれている場合は、特に配慮を必要とする種の生
息、生育状況とその保全に必要な措置について調査し、
当該動植物種への影響を極力回避した事業計画とするこ
と。

・保護林
・緑の回廊
・ユネスコエコパーク
（核心地域、緩衝地
域）

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・九州森林管理局

・原則として当該地の改変を避けた事業計画とするこ
と。

・保護水面 ・宮崎県漁業管理課に確認 ・促進区域を設定しようとする地域やその下流に保護水
面が設定されている場合は、対象種の産卵や成長等への
影響及び対象種の生態に関係する動植物や生息環境への
影響を回避すること。特に、温排水による影響について
留意すること。

・景観計画の対象区域 ・市町村所管課に確認 ・事業予定地に景観計画の対象区域を含む場合には、景
観計画所定の手続きに留意し、かつ、景観形成基準への
適合等、景観に配慮した事業計画とすること。
・景観計画区域内の重点区域については、景観への影響
を鑑み、事業の計画段階において、関係自治体と協議を
行うこと。

・国立公園区域の普通
地域
・国定公園区域の普通
地域
・県立自然公園区域の
普通地域

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・九州森林管理局に確認
・宮崎県自然環境課に確認

・事業の実施に先立ち必要に応じて調査を行い、専門家
や関係機関等に聴取した上で、環境の保全に必要な措置
を講じること。
・施設や付帯設備の色を周辺景観との調和に配慮した色
彩にするなど構造物が景観に影響を与えないように措置
を講じること。

・伝統的建造物群保存
地区
・重要文化的景観
・史跡・名勝・天然記
念物指定地

・市町村の文化財行政担当
部署へ確認

・文化財保護法、文化財保護条例等で指定又は選定され
ている各市町村の文化財については、文化財の現状変更
の他、指定範囲内外における保存に影響を及ぼす行為に
ついても許可が必要となっている場合があり、左記の地
区等（景観に関連する文化財で面的な広がりを有する文
化的景観等）が存在する場合には、眺望点や主要な眺望
方向の設定において留意すること。

・世界農業遺産 ・宮崎県中山間農業振興室
に確認

・世界農業遺産地域のみならず、その資産範囲周辺に設
定される緩衝地帯及びその近傍（海域を含む。）であっ
ても、事業によって世界遺産に何らかの影響を及ぼすこ
とがないよう、事業の計画段階において、関係自治体と
協議を行うこと。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）

主要な
眺望点
及び景
観資源
並びに
主要な
眺望景
観への
影響

地域を
特徴づ
ける生
態系へ
の影響
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収集すべき情報 収集方法

・九州自然歩道 ・宮崎県ホームページ「み
やざきの自然公園 九州自
然歩道」

・キャンプ場、海水浴
場、釣り場、潮干狩り
場、散策路・登山道等
の自然との触れ合いの
活動の場の状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・観光便覧、観光パンフ
レット

・都市計画法に基づく
地区計画の区域

・市町村の都市計画部局に
確認
・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・事業区域が地区計画の区域内である場合には、地区計
画で定められた目標・方針及び地区整備計画に従い、事
業実施に当たって適切な配慮を行うこと。

・取水施設の状況（上
水道、工業用水、農業
用水等）

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）

・漁業権及び漁業許可
の設定状況

・宮崎県漁業管理課に確認

・水質汚濁に係る環境
基準の水域類型指定
・環境基準の達成状況

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・宮崎県ホームページ
「みやざきの環境（大気及
び水質の測定結果）」
「みやざきの環境（環境白
書）」

・排出先河川等の水温
とバイオマス発電所か
らの排出水との水温と
の差

－ ・排出水の水温が排出先の河川や海岸に生息する動物・
植物及び生態系へ影響しないように対策をすること。特
に、流量が少ない河川や温排水の拡散が見込みにくい海
域へ多量の温排水を排出しないよう留意すること。

・土砂災害警戒区域
・土石流危険渓流

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・宮崎県ホームページ「宮
崎県土砂災害警戒区域等
マップ」
・各土木事務所、西臼杵支
庁

・土砂災害警戒区域及び土石流危険渓流(※)において事
業を予定する場合には、土砂災害の発生を誘発・助長す
るおそれがないようにすること。
※土石流危険渓流とは、土砂災害警戒区域(土石流)の基
準地点より上流の渓流。

・宅地造成等工事規制
区域
・特定盛土等規制区域
・造成宅地防災区域
（宅地造成及び特定盛
土等規制法に基づく規
制区域指定後（R７年
度指定予定））

・宮崎県技術企画課、建築
住宅課、砂防課、自然環境
課、担い手農地対策課に確
認

・事業区域が宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制
区域・造成宅地防災区域である場合には、法の技術的基
準に基づき、土地の安定性に支障を及ぼすおそれがない
ようにすること。

その他
宮崎県
が必要
と判断
するも
の

・バイオマス発電所に、水質汚濁の防止に係る技術水準
及び経済性を勘案の上、できる限り環境への影響を低減
するよう採用可能な水質汚濁対策を導入すること。（対
象：化学的酸素要求量（ＣＯＤ；海域・湖沼）又は生物
化学的酸素要求量（ＢＯＤ；河川）及びpH、SS、全窒
素並びに全燐等）
・特に排水先下流で漁業が行われている場合や飲用水等
としての利水がある場合は、対策を徹底すること。
・環境基準の未達成地域等、環境が悪化し又はそのおそ
れがある地域の有無について確認すること。

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）

環境
配慮
事項

主要な
人と自
然との
触れ合
いの活
動の場
への影
響

・事業区域内に自然とのふれあいの活動の場がある場合
は、当該地の改変を避け、又はその改変面積を最小限に
抑えること。
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収集すべき情報 収集方法

・河川保全区域 ・河川管理者へ確認 ・河岸又は河川管理施設の保全上の支障の有無につい
て、調査を行い、当該河岸又は河川管理施設の保全上の
支障を生じる恐れがないようにすること。

・農業用ため池の影響
する区域

・宮崎県ホームページ「み
やざきの農業用ため池」
・市町村ホームページ

・農業用ため池及びその決壊の影響する範囲を避けた事
業計画とし、農業用ため池の管理及び保全に関する法
律、に基づき手続きを行うこと。

・廃棄物の処理及び清
掃に関する法律に基づ
く廃棄物が地下にある
土地の指定区域

・宮崎県循環社会推進課に
確認（宮崎市を除く）
・宮崎市環境指導課に確認
（宮崎市）

・廃棄物最終処分場跡地において、掘削等土地の形質の
変更に伴う生活環境保全上の支障（廃棄物の飛散・流
出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等）が生
ずることがないよう事業実施に当たって適切な配慮を行
うこと。
・掘削等土地の形質の変更により生じた廃棄物は適正に
処理すること。

・洪水浸水想定区域
・雨水出水浸水想定区
域
・高潮浸水想定区域
・津波災害警戒区域
・津波浸水想定区域

・環境アセスメントデータ
ベース（EADAS）
・国土交通省洪水浸水想定
区域図・洪水ハザードマッ
プ
・各市町村の作成するハ
ザードマップ
・宮崎県ホームページ

・設備の設置場所に浸水が想定される区域が含まれる場
合には、浸水リスクの回避を検討すること。

・漁港区域 ・宮崎県漁業管理課に確認 ・事業区域が漁港区域である場合には、漁港の開発、利
用又は保全に著しく支障を及ぼすおそれがないようにす
ること。

・臨港地区、港湾隣接
地域

・宮崎県港湾課に確認 ・事業区域が港湾区域、臨港地区または港湾隣接地域で
ある場合には、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障
を及ぼすおそれがないようにすること。

・周知の埋蔵文化財包
蔵地

・市町村の文化財行政担当
部署に確認

・周知の埋蔵文化財包蔵地における届出又は通知の対象
行為への該当の有無等について、事業の計画段階におい
て関係市町村と協議を行うこと。
・事業予定地が埋蔵文化財包蔵地である場合には、影響
を及ぼすことがないようにすることが望ましいが、やむ
を得ず影響が及ぶ場合には発掘調査等の措置を行うこ
と。

・災害時の避難所や災
害廃棄物の仮置場な
ど、市町村の計画等で
緊急時のために確保し
ている場所等

・市町村の関係部局に確認 ・計画等で定めた当該地の目的・用途に支障が生じない
ようにすること。

・土壌汚染対策法に定
める要措置区域及び形
質変更時要届地区

・環境省ホームページ「土
壌汚染対策法に基づく要措
置区域等一覧」

・計画地に要措置区域及び形質変更時要届出区域が存在
する場合には、必要な調査、検討及び措置を行い、生活
環境への影響を回避又は極力低減すること。

その他
宮崎県
が必要
と判断
するも
の

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
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収集すべき情報 収集方法

その他
宮崎県
が必要
と判断
するも
の

・木質バイオマス燃料
の安定調達の実現可能
性

- ・木質バイオマスを利用する既存事業者（バイオマス発
電事業者以外の事業者を含む。）の調達に著しい影響を
及ぼさず、かつ、バイオマス燃料の安定調達が可能な促
進区域の設定とすること。

環境
配慮
事項

促進区域の設定に当たって収集すべき情報及び
その収集方法

適正な配慮のための考え方
（促進区域の設定に当たって「地域の環境の保全のため
の取組」として位置づける、環境の保全への適正な配慮

を確保する適切な措置）
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第３章 基準の見直しについて 

本計画で掲げる目標及び関連する施策の実施状況並びに本県の自然的社会的条件の状
況を勘案しつつ、必要があると認めるときは、本基準の見直しを適宜行うものとします。 

 


